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日本成長戦略会議
フュージョンエネルギーWGについて



日本成長戦略本部の設置について（令和7年11月4日閣議決定）

１．リスクや社会課題に対し、先手を打った官民連携の戦略的投資を促進し、世界共通の課題解
決に資する製品、サービス及びインフラを提供することにより、更なる我が国経済の成長を実
現するため、内閣に、日本成長戦略本部（以下「本部」という。）を設置する。

２．本部の構成は、次のとおりとする。ただし、本部長は、必要があると認めるときは、関係者の
出席を求めることができる。

本部長  内閣総理大臣
副本部長 内閣官房長官
    日本成長戦略担当大臣
本部員  他の全ての国務大臣

３．本部の庶務は、内閣府等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

４．前三項に定めるもののほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定め
る。

附則
１．この規程は、閣議決定の日から実施する。
２．新しい資本主義実現本部の設置について（令和３年10月15日閣議決定）は、廃止する。ただし、

廃止前の新しい資本主義実現本部が検討した事項等については、本部に引き継がれるものと
する。
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成長戦略の検討課題（令和7年11月4日日本成長戦略本部）
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日本成長戦略会議の開催について（令和7年11月4日日本成長戦略本部決定）等
１．日本成長戦略本部の下、リスクや社会課題に対し、先手を打っ

た官民連携の戦略的投資を促進し、世界共通の課題解決に資
する製品、サービス及びインフラを提供することにより、更なる
我が国経済の成長を実現するため、その具体化に向けて、日
本成長戦略会議（以下「会議」という。）を開催する。

２．会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要がある
と認めるときは、次に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案
を限って、構成員として、臨時に会議に参加させ、又は関係者
の出席を求めることができる。

議長内閣総理大臣
副議長内閣官房長官、日本成長戦略担当大臣
構成員内閣府特命担当大臣（経済安全保障）、財務大臣、

厚生労働大臣、経済産業大臣、防衛大臣その他内閣総理
大臣が指名する国務大臣及び内閣総理大臣が指名する有
識者

３．会議の庶務は、内閣府等関係行政機関の協力を得て、内閣官
房において処理する。

４．前三項に定めるもののほか、会議の運営に関する事項その他
必要な事項は、議長が定める。

附則
１．この規程は、令和７年11月４日から実施する。
２．新しい資本主義実現会議の開催について（令和３年10月15日新

しい資本主義実現本部決定）は廃止する。ただし、廃止前の新
しい資本主義実現会議が検討した事項等については、会議に
引き継がれるものとする。 3



１．戦略分野の総合対策等の策定に向けた基本方針

経済安全保障、食料安全保障、エネルギー安全保障、健康医療安全保障、国土強靱化等の観点から、様々なリスクや社会課題の解決に向けて、
官民手を携えて先手を打った戦略的な投資を行うことで先端技術を開花させ、それを社会実装することができれば、我が国のみならず、世界共通の
課題解決に貢献するとともに日本経済の新たな成長のエンジンを獲得することとなる。
AI・半導体、造船、量子等の戦略分野において、リスクや社会課題に対し、先手を打って供給力を抜本的に強化するため、官民連携の戦略的投資を
促進し、世界共通の課題解決に資する製品、サービス及びインフラを提供することにより、更なる我が国経済の成長を実現する。

戦略分野の各担当大臣は、供給サイドに直接働きかける措置のみならず、戦略的投資促進に繋がる規制改革等の需要サイドからの政策支援を含
む、政府による多角的・戦略的な供給力強化策を取りまとめる。関係大臣は、これに協力して取り組む。 取りまとめに当たっては、以下の諸点を踏
まえることが必要。
（１）複数年度にわたる予算措置のコミットメントや税制など、投資の予見可能性向上に繋がる供給力強化策を検討すること。措置の具体化に当

たっては、研究開発、事業化、事業拡大、販路開拓・海外展開といった事業フェーズに応じ、次のような多角的な観点からの支援策とともに、そ
れらを実現するために必要な既存の制度の見直し等も積極的に盛り込むこと。
①大学、国研等の研究開発予算の戦略的配分
②スタートアップからの新たな技術提案を取り込むための踏み込んだ措置
③防衛調達をはじめとする官公庁による調達や規制・規格の導入など、新たな需要創出・拡大策
④日本発の優れた技術の国際展開の土台として機能する国際標準化戦略
⑤海外市場開拓支援

（２）予見性向上の措置を踏まえた、投資内容・時期・目標額等を含めた官民投資ロードマップを盛り込むこと。
（３）戦略的投資により、成長率など国富拡大に与えるインパクトについても定量的な見込みを示すこと。

また、技術、人材育成、スタートアップ、金融など、分野横断的な課題についても、各担当大臣は、それぞれ解消策を策定する。
こうした検討作業の成果を、来夏の成長戦略としてとりまとめる。

２．総合経済対策について

⑫フュージョンエネルギー
• フュージョンエネルギー・イノベーション戦略に基づき、2030 年代のフュージョンエネルギー発電実証を目指し、スタートアップ等における

様々な炉型による研究開発を支援するとともに、スタートアップへの供用も可能な施設・設備の整備を通じ、研究開発を促進。
• ITER計画及びBA活動を推進し、その成果を国内に還元。

総合経済対策に盛り込むべき重点施策
日本成長戦略会議（第１回：令和７年１１月１０日（月））
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第２回日本成長戦略会議
（2025/12/24）資料１－１
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構成員

関係行政機関（特段記載のないものは局長級）
文科省、経産省、規制庁（部長級）

大前 敬祥 ITER機構建設プロジェクト室長

尾崎 弘之 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究セン
ター研究院教授

柏木 美恵子 （国研）量子科学技術研究開発機構那
珂フュージョン科学研究所トカマクシステム
技術開発部次長

栗原 美津枝 （株）日本政策投資銀行設備投資研究
所シニアエグゼクティブフェロー／（株）価
値総合研究所代表取締役会長

桑原 優樹 JICベンチャー・グロース・インベストメンツ
（株）ベンチャーキャピタリスト

近藤 寛子 （同）マトリクスＫ代表

橋本 英二 日本製鉄（株）代表取締役会長兼CEO

WG長
内閣府特命担当大臣（科学技術政策）

体制 今後の予定
2026年
○１月（第１回）
・フュージョンエネルギー分野の市場予測について
・フュージョンエネルギーの社会実装に向けたロード
マップの検討状況について
・関係省庁の取組状況について

○２月（第２回）
・産業協議会（J-Fusion）からのインプット
・複数年度にわたる予算支援措置等の方策の検
討（ITER計画/BA活動や発電実証に向けた
取組における産業サプライチェーンの予見可能性
確保）

○３月（第３回）
・国富拡大に与えるインパクトについての検討
・官民投資ロードマップ（案）の提示

⑫フュージョンエネルギー：フュージョンエネルギーWG新設

WG長代理
内閣府副大臣 及び 内閣府大臣政務官

第２回日本成長戦略会議
（2025/12/24）資料１－２
抜粋
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令和７年１２月２４日、高市総理は、総理大臣官邸で第２回日本成長戦略会議を開催しました。
会議では、成長戦略の検討体制、分野横断的課題への対応の方向性について議論が行われました。
総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。

「委員の皆様、本日もありがとうございました。来年の夏の成長戦略取りまとめに向けまして、１７の戦略分野
と８つの分野横断的な課題についての検討体制が固まりました。

戦略分野の担当大臣は、専門家の御意見を踏まえて、官民が連携する投資を迅速かつ効果的に進める観点か
ら、対象領域、課題等を、総花的にすることなく、戦略的に絞り込んだ上で、横断的分野における取組の成果も
十分に取り込みつつ、目標・道筋・政策手段を明確にした、真に実効性のある『官民投資ロードマップ』を策定
してください。

本年度補正予算で、造船能力の抜本的向上を目指す１０年間の基金の創設を始めとする複数年度の予算支援な
ど、６.４兆円の予算措置を講じました。令和８年度当初予算でも、戦略分野に対する支援を積み上げ、切れ目
なく、危機管理投資・成長投資を促進していきます。

また、先週取りまとめられた令和８年度（与党）税制改正大綱では、経済あっての財政の方針に基づき、大胆
な危機管理投資、成長投資による力強い経済成長の実現を大きく打ち出しております。

特に、大胆な投資促進税制を通じて、高付加価値型の設備投資を強力に後押しします。全業種を対象に、建物
を含めて一定規模以上の高付加価値な設備投資に対して、即時償却または税額控除７パーセントを利用可能とし
ます。

事業者の予見可能性に最大限配慮し、投資収益率や投資規模などの要件を満たす全ての事業者に広く利用をし
ていただけます。本税制の適用が可能となる投資は、年間約４兆円を見込んでおります。

この税制を利用するため、３年間の集中的な投資決定期間に投資判断を行っていただくこととしております。
また、量子や宇宙、フュージョンエネルギーなど成長が見込まれ、かつ、研究開発の難易度の高い技術領域に

ついて、研究開発税制を強化します。
経済界の皆様には、こうした予算や税制を大いに活用して、具体的な投資案件の検討に直ちに着手していただ

くことを期待しています。また、各戦略分野の担当大臣においては、経済界と緊密に連携して、政府の投資促進
措置によって新たに誘因される投資を含め、具体的な官民投資の見通しをできるだけ早急に示せるよう、検討を
進めてください。

分野横断的な課題の担当大臣におかれましては、投資の受け皿となる産業用地を始め、ファイナンス・人材・
データ・エネルギーなど成長投資の後押しや制約要因の解消につながる基盤整備を進めるために、新技術立国・
競争力強化、金融等の分野で、次期通常国会に必要な法律案の準備を進めてください。また、その他の分野にお
いても、年度内に講ずるべき政策については、スピード感を持って措置してください。

特に、労働市場改革については、心身の健康維持と従業者の選択を前提として、柔軟で多様な働き方を実現す
ることが重要です。必要に応じ追加調査を実施するなど、現場のニーズを更にきめ細かく把握しながら、規制改
革会議などの関係機関とも連携して、労働時間規制の運用・制度の両面から、検討を加速してください。

さらに、家事等の負担軽減につきましても、家事支援サービス等の公的資格化に向けた業界関係者との調整及
び税制を含む支援措置の具体化に関し、検討を加速してください。以上です。よろしくお願いいたします。」

日本成長戦略会議 令和７年12月24日（水） 高市総理発言（官邸HPより）
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